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　　　告　示
　○県議会臨時会の招集（５１０・財政課）…………………………………………………………………………………１
　○建設業の許可の取り消し（５１１・北秋田地域振興局総務企画部）…………………………………………………１
　○建設業の許可の取り消し（５１２・平鹿地域振興局総務企画部）……………………………………………………２
　　　公　告
　○特定調達契約に係る一般競争入札の実施（総合防災課）………………………………………………………………２
　○特定調達契約に係る落札者の決定（高校教育課）４件…………………………………………………………………３

秋田県告示第510号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第102条第３項の規定により、平成22年11月10日に、秋田県議会臨時会を秋田市
に招集し、同条第４項の規定に基づき、付議すべき事件を次のとおり告示する。
　　平成22年11月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
　１　平成22年度秋田県一般会計補正予算（第５号）
　２　秋田県医療施設耐震化臨時対策基金条例案
　３　秋田県警察組織条例の一部を改正する条例案
　４　平成21年度秋田県歳入歳出決算の認定について
　５　平成21年度秋田県一般会計の継続費の精算報告
　６　平成21年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告
　７　交通事故に係る和解及び損害賠償の専決処分報告
　８　道路事故に係る和解及び損害賠償の専決処分報告
　９　道路事故に係る和解及び損害賠償の専決処分報告
　10　道路事故に係る和解及び損害賠償の専決処分報告
　11　道路事故に係る和解及び損害賠償の専決処分報告
　12　道路事故に係る和解及び損害賠償の専決処分報告
　13　物損事故に係る和解及び損害賠償の専決処分報告
　14　交通事故に係る和解及び損害賠償の専決処分報告
　15　交通事故に係る和解及び損害賠償の専決処分報告
　16　交通事故に係る和解及び損害賠償の専決処分報告
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第511号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成22年11月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　処分をした年月日
　　平成22年10月21日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　有限会社小笠原工務店
　　北秋田市東横町５番８号
　　取締役社長　小笠原　美佳子
　　秋田県知事許可（般−18）第11554号
３　処分の内容
　　とび・土工工事業に係る一般建設業許可の取り消し
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４　処分の原因となった事実
　　平成22年10月21日付けでとび・土工工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第512号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成22年11月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　処分をした年月日
　　平成22年10月25日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　株式会社間宮工務店
　　横手市赤坂字森崎169番地
　　代表取締役　永　須　壽　志
　　秋田県知事許可（般−20）第80594号
３　処分の内容
　　土木工事業に係る一般建設業許可の取り消し
４　処分の原因となった事実
　　平成22年10月22日付けで土木工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。

　特定調達契約について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６
第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成22年11月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　入札に付する事項
　⑴　名称及び数量
　　　川崎式ＢＫ117Ｃ−１型回転翼航空機点検整備（3600時間）１式
　⑵　点検整備の仕様等
　　　入札説明書及び仕様書による。
　⑶　履行期間
　　　航空機引渡日から平成23年６月30日まで
　⑷　履行場所
　　　別途指定する場所
２　入札に参加する者に必要な資格
　⑴　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。
　⑵　航空法（昭和27年法律第231号）第20条第１項に規定する認定事業場で、川崎式ＢＫ117Ｃ−１型回転翼航空機系

列型の整備検査能力、整備改造能力及び修理改造能力の認定を受けていること。
　⑶　航空機製造事業法（昭和27年法律第237号）第２条の２に規定する修理事業の許可工場で、同法第９条第１項に

規定する川崎式ＢＫ117Ｃ−１型回転翼航空機の修理方法の許可事業所であること。
　⑷　当該調達契約に係る入札説明書の交付を受けていること。
３　契約条項等を示す場所等
　⑴　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問い合わせ先
　　　郵便番号010−1211
　　　秋田市雄和椿川字山籠40番地１（秋田県航空基地庁舎）
　　　秋田県総務部総合防災課消防防災航空隊班
　　　電話番号018−886−8103
　⑵　入札説明書及び仕様書の交付期間
　　　秋田県の休日を定める条例（平成元年秋田県条例第29号）第１条第１項に規定する県の休日を除き、平成22年11

月２日（火）から同年12月13日（月）までの期間、⑴の場所において随時交付する。
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４　入札執行の日時及び場所
　　平成22年12月20日（月）午後２時
　　秋田市雄和椿川字山籠40番地１　秋田県航空基地庁舎２階会議室
５　入札保証金
　　秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号）第160条から第163条までに規定するところによる。
６　その他
　⑴　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
　⑵　入札の方法
　　　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消
費税及び地方消費税額に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105分
の100に相当する金額を入札書に記載すること。

　⑶　入札の無効
　　　秋田県財務規則第166条に規定するところによる。
　⑷　落札者の決定方法
　　　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし、落札となるべき同

価の入札をした者が２人以上あるときは、くじにより決定する。
　⑸　契約書作成の要否　要
　⑹　提出書類等
　　　入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書及び仕様書に記載された必要書類等を提出す

ること。
　⑺　その他
　　　詳細は、入札説明書による。
７　概要
　　Summary
　　１　Subject　matter　of　Contract:3,600-hour　repair/inspection
　　　of　a　Kawasaki　Model　BK117C−1　Helicopter
　　２　Time-limit　of　tender:2:00　P.M.　20　December，2010
　　３　Contact　point　for　the　notice:Disaster　Prevention　Division，
　　　Akita　prefectural，40−1　Yamagomori，Yuwa−Tsubakigawa，Akita　City，Akita　prefecture，Japan　
　　　010−1211　TEL　018−886−8103（Japanese　only）
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　特定調達契約について次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）第11条の規定に基づき、公示する。
　　平成22年11月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　契約に係る名称及び数量
　　秋田県立高等学校　電子計算組織（情報教室）賃貸借　【県北地区】　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　秋田県教育庁高校教育課　秋田市山王三丁目１番１号
３　契約の相手方を決定した日
　　平成22年10月４日
４　契約の相手方の名称及び住所
　　東光コンピュータ．サービス株式会社秋田支店　秋田市保戸野八丁25番７号
５　契約金額
　　月額　142,958円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　一般競争入札の公告を行った日
　　平成22年８月20日
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　特定調達契約について次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
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める政令（平成７年政令第372号）第11条の規定に基づき、公示する。
　　平成22年11月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　契約に係る名称及び数量
　　秋田県立高等学校　電子計算組織（情報教室）賃貸借　【中央地区】　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　秋田県教育庁高校教育課　秋田市山王三丁目１番１号
３　契約の相手方を決定した日
　　平成22年10月４日
４　契約の相手方の名称及び住所
　　株式会社北都情報システムズ　秋田市山王三丁目４番23号
５　契約金額
　　月額　207,480円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　一般競争入札の公告を行った日
　　平成22年８月20日
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　特定調達契約について次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）第11条の規定に基づき、公示する。
　　平成22年11月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　契約に係る名称及び数量
　　秋田県立高等学校　電子計算組織（情報教室）賃貸借　【県南地区】　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　秋田県教育庁高校教育課　秋田市山王三丁目１番１号
３　契約の相手方を決定した日
　　平成22年10月４日
４　契約の相手方の名称及び住所
　　有限会社たなか　湯沢市横堀字旭町１番地
５　契約金額
　　月額　261,450円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　一般競争入札の公告を行った日
　　平成22年８月20日
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　特定調達契約について次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）第11条の規定に基づき、公示する。
　　平成22年11月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　契約に係る名称及び数量
　　秋田県立高等学校　電子計算組織（情報教室）賃貸借　【ノート】　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　秋田県教育庁高校教育課　秋田市山王三丁目１番１号
３　契約の相手方を決定した日
　　平成22年10月４日
４　契約の相手方の名称及び住所
　　株式会社フォラックス教育　湯沢市倉内字才の神41番８号
５　契約金額
　　月額　115,500円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
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７　一般競争入札の公告を行った日
　　平成22年８月20日
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